
８．心臓機能障害の認定（ペースメーカ等植え込み者）に当たっての留意事

項について  
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標記については、今般、「身体障害者障害程度等級表の解説（身体障害認定基準）に

ついて」（平成１５年１月１０日障発第０１１０００１号厚生労働省社会・援護局障害

保健福祉部長通知）等を改正し、平成２６年４月１日から適用することとしたところで

あるが、その取扱に当たっては、下記に留意の上、その取扱に遺憾なきよう願いたい。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項の規

定に基づく技術的助言（ガイドライン）として位置づけられるものである。  

 

記  

 

１．ペースメーカ（体内植込み（埋込み）型除細動器（ＩＣＤ）を含む。以下「ペース

メーカ等」という。）を植え込んだことにより身体障害者手帳 (以下「手帳」という。)

の交付を受けた者から、再認定の期限前や再認定後に、手帳交付時に比較してその障

害程度に重大な変化が生じたとして再交付の申請があり、障害程度に変化が認められ

た場合には、身体障害者福祉法施行令第１０条第１項に基づき、手帳の再交付を行う

こととなる。  

その際は、当該再交付の申請が、ペースメーカ等の植え込みから３年以内であれば、

平成１５年２月２７日障企発第０２２７００１号厚生労働省社会・援護局障害保健福

祉部企画課長通知「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」（以下「疑

義解釈通知」という。）の［心臓機能障害］の４の質疑の回答（１）と同様に、また、

当該再交付の申請が、ペースメーカ等の植え込みから３年より後であれば、同質疑の

回答（２）と同様に取り扱うこと。  

 

２．ペースメーカ等を植え込みした者の等級の認定に当たっては、身体活動能力（運動

強度：メッツ）の値を用いることとしているが、症状が重度から軽度の間で変動する

場合は、症状がより重度の状態（一番低いメッツ値）を用いること。  

 

３．先天性疾患によりペースメーカ等を植え込みした者は、引き続き心臓機能障害１級

と認定することとなるが、先天性疾患とは、１８歳未満で発症した心疾患を指すもの

であること。  

 



４．植込み（埋込み）型除細動器（ＩＣＤ）を植え込んだ者であって心臓機能障害３級

又は４級の認定を受けた者であっても、手帳交付を受けた後にＩＣＤが作動し、再交

付の申請があった場合は、心臓機能障害１級と認定すること。  

  ただし、この場合においては、疑義解釈通知の［心臓機能障害］の４の質疑の回答

（２）に従い、再交付から３年以内に再認定を行うこと。  


